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■ 登録制度の主旨 

 ITSS ユーザー協会教育推進委員会（以下、「当委員会」という）では ITSS を普及促

進するため、2008 年 10 月から ITSS ベーシックコースインストラクターの研修と登録を

開始致します。 

 ＩＴＳＳの基本構造と背景、社員の立場と視点からのＩＴＳＳの導入と活用の方法・課

題、企業の立場と視点からのＩＴＳＳの導入と活用の方法・課題の理解を目的とした研

修を通して、登録インストラクターを養成することにより ITSS の普及を目指します。 

 

 

■ 登録のメリット 

・年に一回の更新研修にて、知識の共有とアップデートを促進します。 

・ITSS ユーザー協会ホームページ上に登録インストラクター名簿を公開します。 

 

 

■ 登録の条件 

（１） 企業で 1 年以上のインストラクターの経験があり、十分な講師経験を有するこ

と。所定の経歴書により当委員会が確認する、ものとする。 

（２） 当委員会が認定する会員企業主催によるインストラクター研修を修了してい

ること。 

（３） 当委員会が認定する会員企業主催によるインストラクター更新研修を原則年

1 回受講すること。 


